
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

　建設局東水環境センター施設課水環境係　　　　　　　（電話番号　451-0678）

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第２号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　今回補修するスクリーンかす破砕機は、流入下水から除去された木片やゴミを処理施設に移送する前に細かく破砕する
設備である。現在部品の劣化により正常な運転ができなくなっており、この状態が継続するとゴミを正常に移送できず安定
した水処理を行えなくなる。
　本補修はスクリーンかす破砕機の劣化の激しい部品を取替えることで、今後の正常な運転を図るものである。
　本補修対象である沈砂池ポンプ棟スクリーンかす破砕機は住友重機械工業㈱により製造され、本補修を行うためには製
造会社しか知りえない技術資料及び総合的な調整・整備のノウハウを有している必要があるため、当該機器の製造会社し
か履行することができない。
　住友重機械工業㈱の破砕機の取り扱いは、住友重機械エンバイロメント㈱に業務移管されている。
　以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。

東灘処理場沈砂池ポンプ棟スクリーンかす破砕機補修

住友重機械エンバイロメント株式会社


